
令和６年分

贈与税申告書[520］

（２５．１）

【取扱説明書】



目 次

概 要

概 要 ･･･････････････････････････････････････････････ １

操作の流れ ･･････････････････････････････････････････････ ２

入力・訂正機能（各キーの機能説明） ･･･････････････････････ ４

住所入力の便利な機能 ････････････････････････････････････ ５

入力画面の説明 (サブミット・チェックボックス・ラジオボタン

自動計算・手入力可能枠・手入力枠・画面サイ

ズ切替・プレビュー・印刷・マウス機能・セレ

クトボタン・コピー・行編集)･･･････････････ ６

［１１］第１表 贈与税の申告書 ･････････････････････････････････ １１

［１２］第１表の２ 住宅取得等資金の非課税の計算明細書 ･････････ １５

[１３] 不動産番号等の明細書 ･･･････････････････････････････････ １７

［２１～２４］第２表 相続時精算課税の計算明細書 ･･･････････････ １８

［２５］農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書 ･･･････････････････ ２０

出 力

プリント ････････････････････････････････････････････････ ２３

プリンタのオフセット補正プログラムの操作（印字位置調整）･･ ２４

マイナンバー関連

税務マイナンバー用データ搬出プログラムについて ･･････････ ２５

個人番号印刷方法 ････････････････････････････････････････ ３０

ユーティリティ・その他メンテナンス操作については

[F9][F10][F17]ＧＰメンテナンスプログラムの取扱説明書

をご覧ください。



- 1 -

概 要

贈与税申告書プログラムは、必要なデータを画面上で入力し、白紙Ａ４(コピー用紙)にプリ

ントするものです。

・データ入力時には画面上に贈与税申告書の様式をそのまま表示し、選択項目は視覚的に

わかりやすいラジオボタンまたはチェックボックスになっていますので、必要な項目に

入力を行うだけで簡単に作成することができます。

・全システムで共通の、氏名・住所・電話番号等を[1100]ＧＰ申告情報登録より転記する

ことが可能です。

・各表は選択式で使用する、使用しないが選択できます。

又、画面上部に帳票選択を設けました。これにより関連表を呼び出すことができます。

更に、入力画面からプレビュー(印刷確認)や白紙印刷ができます。
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操作の流れ

● 呼び出し方

１）Ｆ９ 申告・個人・分析を選択します。

Page Down を押し、PAGE2を呼び出します。

２）贈与税申告書のプログラムを選択します。

［５２０］ Enter を押します。

● 入力方法

１ 「ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞ」を入力します。）

※ユーザコードを入力すると、登録している

ユーザ名と年度を表示します。

新規登録の場合は「年度」及び「ﾕｰｻﾞ名」

を入力します。

２ 「１」入力・訂正を選択します。）

３）左図の画面を表示します。

[11]贈与税申告書を選択します。

４）下図のメニューを表示します。

使用する帳票を選択します。

。[1]使用する[2]使用しないとなります

※前年使用している帳票がわかる他

印刷時に[2]使用しないを選択して

いる表は印刷しません。

各帳票でデータの入力を行ってください。
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● プリント方法
※出力を行います。

１) 「２」プリントを選択します。

２) 左図の画面より出力用紙を選択します。

Ａ４タテポートプリンタのパネルには テサシ

又は と表示していトレーＡ４タテポート

ることを確認してください。(NPPｼﾘｰｽﾞﾌﾟﾘﾝﾀの場合)

３）印刷項目設定を表示します。

４) エンターキーで印字開始します。

※１表のみを選択した場合、オフセット補正の対話を表示します。

1.再調整して印刷を選択すると印字位置を調整することが

できます。

※調整値はプリンタごとに記憶します。

㎜上にずらす場合 － ○○

㎜下にずらす場合 ＋ ○○

㎜左にずらす場合 － ○○

㎜右にずらす場合 ＋ ○○

オフセット調整とは ･･･

ページプリンタで印字がズレる場合に印字位置を調整することができる機能です。

詳しくはP.24オフセット補正の操作をご覧ください。
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入力・訂正・機能

各キーの機能

各キーには以下の機能があります。

【項目を移動するキー】

Ｅｎｔｅｒ 次項目に進みます。

次項目に進みます。→

ＴＡＢ １項目前に戻ります。←

１行下に進みます。↓

１行上に戻ります。↑

【訂正時に使うキー】

１文字ずつカーソルが移動します。← →

Delete カーソルの文字を１文字ずつ消します。

Back Space カーソルの１文字前の文字を消します。

ＥＮＤ カーソルの文字以降を全部消します。

抹 消 （Ｆ４） １項目に入力したものを全部消します。

Shift ＋ → 後 → ← 訂正したい文字のある項目にカーソルを止め
項目内でカーソルが移動できます。

【画面を切り替える時に使用するキー】

Home 画面サイズを変更します。

Page Down Ctrl ＋ ↓ 画面を下へ移動(スクロール)します。

Page Up Ctrl ＋ ↑ 画面の上へ移動(スクロール)します。

Ctrl ＋ Page Down

Ctrl ＋ → 画面を右へ移動(スクロール)します。

Ctrl ＋ Page Up

Ctrl ＋ ← 画面を左へ移動(スクロール)します。

Page Down 複数頁入力できる表の場合、次頁へページめくりします。

Page Up 複数頁入力できる表の場合、前頁へページめくりします。
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【計算するキー】

演 算 （Ｆ７） 入力した金額を集計し、計算結果を表示します。

【データ読み込みで使用するキー】

会 計 読 （Ｆ３） 指定した会計データ読み取り期間で、同一ユーザコード

の会計データを読み込みます。

Ｇ Ｐ 申 告 （Ｆ８） 同一ユーザコードの[1100]ＧＰ申告情報登録の法人登録
画面を呼び出します。

【登録や終了時に使うキー】

終 了 （Ｆ５） 入力したものを登録します。

登録が終了すると最初の画面に戻ります。

【記憶に使うキー】

Insert 入力してある項目を記憶し、他の項目欄にコピーします。

＜操作方法＞

××銀行 1）コピー元の項目にカーソルを移動し Insert を

△△銀行 押します （記憶します）。
■

2）コピー先の項目（空欄）にカーソルを移動し

ここへコピーする方法 Insert を押しますと、コピー元の項目の内容が
コピー先の項目へ表示します。

住所入力の便利な機能

７桁郵便番号変換ができます （全プログラム共通）。

例）東京都千代田区神田松永町と入力する場合：郵便番号は「101-0023」です。

１）101-0023 と入力し、スペース を１～２回押します。

画面左下の表示が
101-0023 → 東京都千代田区神田松永町 → 千代田区神田松永町

の順で変換します。

２）上記のように変換していきますので Enter を押して決定します。

残りの住所は手入力となります。

※ Windowsの漢字変換の設定により変換できる場合とできない場合があります。
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入力画面の説明

※グリーンの はウィンドウを開くボタンになっています。(以下『サブミット』と表記)

マウスの矢印を合わせて左クリックを１回押すと、各項目に応じた選択画面を開くことが

できます （サブミットにカーソルが止まった際にスペースを押しても画面が開きます ）。 。

※ピンクの はチェックボックスとなっています。□

該当する場合はマウスを合わせて左クリックを１回押すと チェックマークが付きます。ν

（ 枠にカーソルが止まった際にスペースを押しても ）□ νが付きます。

※グリーンの はラジオボタンとなっています。○

該当する項目にマウスを合わせて左クリックを１回押すとその項目に (黒丸)が付きます。

（ラジオボタンにカーソルが止まった際にスペースを押しても が付きます ）。

選択の解除は 抹消 （F4）キーにて行います。

＊初期設定が入っている項目は消すことはできません。どちらか一方に丸印を付けます。

マウスでクリックすると

チェックマークが付きます。

クリックすると項目内容に

合わせたウィンドウを開きます。

該当項目にあわせてマウスで

クリックすると黒丸が付きます。
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※グレー枠 は自動計算枠です （手入力はできません ）。 。

※オレンジ枠 は自動計算枠ですが手入力もできる枠となっています。

手入力後は黄色枠 に変わります （手入力データ優先）。

手入力データを消す場合は、 抹消 （F4）又は ＥＮＤ を押します （自動計算結果。

を表示し、オレンジ枠 に戻ります ）。

グレー枠は自動計算です。（手入力はできません。）

オレンジ枠は手入力もできる枠です。

手入力した場合は黄色の枠に変わります。
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※画面切替 は画面表示サイズを３段階の大きさに切り替えることができます。

キーボードの Home でも操作可能です。

下図のように画面左上に、拡大表示・標準表示・縮小表示を押すことにより３段階に

画面が切り変わります。

※プレビュー 又は ○○ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ は印刷イメージを画面で表示する為のボタンです。

印刷イメージを見る表にマウスを合わせ左クリックを１回押してください。

画面にプレビューを表示します。

※プレビュー後、印刷も可能です。

※印刷 又 ○○印刷 は指定ボタンの表を白紙印刷します。印刷 にマウスを合わせて

左クリックを１回押すと『印刷中』と表示して印刷が始まります。

マウスで左クリックすると印刷

イメージを表示します。
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マウス機能

【 よく使用する文字の登録 】

例 「○○事務所」と登録します。）

1.項目に登録したい文字を入力します。

例）税理士名の項目に税理士名を入力

2.登録する文字を表示したらマウスボタ

ンの右をクリックします。

3.マウスメニューより「選択リストへ

登録」を選択します。

4.再度、マウスボタンの右をクリック

した際にマウスメニューに「登録し

た文字」を表示したら登録完了です。

※尚、登録した文字は登録順に保存

します。

※登録データを削除するには

マウスの右ボタンをクリックし 「選択リストから削除」にマウスを合わせると登録してある、

文字を表示しますので削除する項目をクリックしてください。

【 [コピー］[貼り付け] 】

任意の語句を一時的に記憶し、別の項目へコピーすることができます。

（語句の記憶は同一表内に限ります ）。

1.コピーしたい語句の上で、マウス右ボタンをクリックし、[コピー]を選択します。

、 、 。2.コピーしたい項目に移動し マウスの右ボタンをクリックし [貼り付け]を選択します

選択リスﾄへ登録を
選択

コピーを選択

コピーする項目に
カーソルを移動 貼り付けを選択
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セレクトボタン

セレクトボタン(青色)は、青い枠に、マウスを合わせて２回左クリックすると項目に

合わせた内容を表示します。

該当するものにマウスを合わせて、１回左クリックします。

コピー

農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書の入力画面右上にある コピー (緑色)は、

コピーに、マウスを合わせて１回左クリックすると下図の画面を表示します。

コピー元の行とコピー先の行を入力し、実行 を押すとデータをコピーします。

行編集(Ｆ６)

編集する行頭にカーソルを置き、行編集 (Ｆ６)を押して作業します。

ファンクションキーが変わり、行抹消 (Ｆ２) ･ 行挿入 (Ｆ３) ･ 行入替 (Ｆ４)・

コピー (Ｆ６)が使用できます。

行抹消 (Ｆ２)･･･カーソルがある位置の行を消します。

行挿入 (Ｆ３)･･･カーソルがある位置の行に空行を挿入します。

行入替 (Ｆ４)･･･入替元の行と入替先の行を入れ、実行 (Ｆ４)を押してください。

コピー (Ｆ６)･･･コピー元の行とコピー先の行を指定して、実行 (Ｆ４)を押してください。

※行編集後は 終了 (Ｆ５)を押してください。

帳票選択は関連別表を
表示します。

生年月日では元号を表示します。
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[11] 第１表 贈与税の申告書

受贈者の氏名は各表へ転記します。手直し可能です。

又、提出先・郵便番号・電話番号・住所・氏名・生年月日・職業及び税理士名・税理士

住所・電話番号は選択により、ＧＰ申告情報登録から転記します。

転記後は自由に変更できます。

更に、｢農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書｣からは自動的にデータを転記しますが

｢第１表の２｣と｢第２表｣からの転記は、転記元の各表に第１表へ転記するかの指定があり

ます （転記する指定を選択していない場合、自動転記しませんのでご注意ください ）。 。

2行で明細が足りない場合は、
全行表示をクリックすると続き
を入力することができ、印刷は
別紙となります。

サブミット（グリーン）の部分をクリック

すると税額計算を確認することができます。



転記元 転記先
データ年度を表示 ※上書き可

漢字５文字 GP申告情報
元号選択 ※ 月は１～12
令和・平成 ※ 日は１～31
手入力:郵便番号 印刷時に｢－｣を印刷します GP申告情報
手入力:6桁-4桁-4桁 GP申告情報

漢字18文字まで普通文字
※転記は上2行

手入力:漢字20文字 漢字18文字まで普通文字 GP申告情報 全表の受贈者
手入力:半角40文字 枠内は半角14文字 GP申告情報
元号選択

令和･平成･昭和･大正･明治 ※ 月は1～12 日は１～31
手入力:漢字９文字×2 GP申告情報
手入力:8桁 第1表の2･第2表

手入力:漢字20文字×2

手入力:漢字13文字 漢字9文字まで普通文字

手入力:半角26文字 枠内は半角15文字

続柄選択 父:1 母:2 祖父:3 祖母:4 上記以外:5

手入力:漢字４文字 上記以外:5 選択時 文字入力可

元号選択

令和･平成･昭和･大正･明治 ※ 月は1～12 日は１～31
手入力:各漢字5文字×2
手入力:漢字15文字×2
手入力:11桁/11桁 ※所在地の上に印刷
手入力:7桁
手入力:漢字1文字
手入力:各10桁

元号選択 ※ 月は１～12

令和・平成 ※ 日は１～31

元号選択

令和・平成

手入力：漢字５文字

第1表の2
［38・46］
［39･47］

農地[A]

第１表

特
例
贈
与
財
産
分

住所

種類・細目・利用区分銘柄等
所在場所等
持分
数量

贈与者の氏名

贈与者のフリガナ

特例贈与財産の価額の合計額(課税価格) [1～14]行の価額合計

贈与税の申告書

計算式項目名

手入力:漢字20文字×3

※評価額と倍数がそろったら計算

※手入力優先項目

※第１表の2で転記ﾁｪｯｸを付けると贈与者氏名･ﾌﾘｶﾞﾅ･取得年
月日・価格を転記し、所在地欄に『申告書第１表２のとおり』を表
示します。
(転記の贈与者氏名･ﾌﾘｶﾞﾅ･取得年月日は第1表での訂正不可)

□修正申告の場合はチェック チェックを付けると印刷時に修正欄に〇)を印刷

□提出先・郵便番号・住所・氏名・生年
月日・電話番号・職業をGP申告情報登
録より転記する場合はチェック

□チェックを付けるとＧＰ申告情報登録より転記します。
※転記後必要に応じて手直ししてください。

氏名
ﾌﾘｶﾞﾅ

税務署長

〒
電話番号

生年月日

印刷時は番号 1:明治 2:大正 3:昭和
4:平成 5:令和

整理番号

※数量と単価がそろったら計算

過去提出税務署

贈与者の住所

申告年
□

□

単位
単価・固定資産税評価額・倍数

第１表の２の贈与氏名等２行分転記後、農地等を転記。

GP申告情報

GP申告情報

　　　　年分

職業

提出年月日

1

{(数量×単価)×持分)(※小数点以下切捨)｝+{(評価額×倍数)(※小数

点以下切捨)｝

※農地の転記は氏名・合計Ａ欄の価額を転記し、所在地欄に
『措置法第70条の4第1項適用分　別添計算書のとおり』を転記
します。
(農地からの転記項目は財産の価額以外は第1表での訂正不可)

印刷時は番号 1明治 2大正 3昭和
4平成 5令和

※１行目～3行目は第１表の２及び農地より転記（○特例贈与を
選択時）

※ 月は１～12過去の提出年分明細
1～
14行

財産を取得した年月日

財産の価額

贈与者の生年月日

続柄
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転記元 転記先
手入力:漢字20文字×2

手入力:漢字13文字 漢字9文字まで普通文字

手入力:半角26文字

続柄選択 父:1 母:2 祖父:3 祖母:4 上記以外:5

夫:6 妻:7 兄弟姉妹:8 上記以外:9

手入力:漢字４文字 上記以外:5と9 選択時 文字入力可
元号選択

令和･平成･昭和･大正･明治 ※ 月は1～12 日は１～31
手入力:各漢字5文字×2
手入力:漢字15文字×2
手入力:11桁/11桁 ※所在地の上に印刷
手入力:7桁
手入力:漢字1文字
手入力:各10桁

元号選択 ※ 月は１～12

令和・平成 ※ 日は１～31

□手入力 印刷時にﾁｪｯｸを印刷

(　　)手入力 最高2,000万円

(　　)内の金額を元に表示 [2]が2,000万円以下の場合[2]上限
13桁

1,100,000円 固定

※1000円未満切捨て

※ﾏｲﾅｽの場合はｸﾘｱ

手入力

手入力

[7]-[8]-[9] ※ﾏｲﾅｽの場合は０

[1]+[2]+[11]

※100円未満切捨て

※ﾏｲﾅｽの場合は0

[14]・[21]両方ﾃﾞｰﾀ有の時 ※100円未満切捨て

[14]-[21] ※ﾏｲﾅｽの場合は0

[20]・[23]両方ﾃﾞｰﾀ有の時 ※100円未満切捨て

[20]-[23] ※ﾏｲﾅｽの場合は0

手入力:漢字20文字×2 GP申告情報
手入力:漢字20文字 GP申告情報
手入力:6桁-4桁-4桁 GP申告情報
各手入力 ※GP申告よりの転記無

持分

一
般
贈
与
財
産
分

所在場所等

※手入力優先項目

単位

農地[A]

贈与者のフリガナ

種類・細目・利用区分銘柄等

明細
1～
14行

2

手入力優先

[4]-[5]

差引税額([7]-[8]-[9])

基礎控除額

[1]+（[2]-[3]）

贈与者の住所

暦年課税分の課税価格の合計額（[1]+
（[2]-[3]））

※農地の転記は氏名・合計Ａ欄の価額を転記し、所在地欄に
『措置法第70条の4第1項適用分　別添計算書のとおり』を転記
します。
(農地からの転記項目は財産の価額以外は第1表での訂正不可)

外国税額の控除額

財産を取得した年月日

[6]に対する税額

□今回の贈与者からの贈与について、
初めて～　　（　　　　　　　　　　）
配偶者控除額

贈与者の氏名

贈与者の生年月日

株式等納税猶予税額 手入力

[5]の控除後の課税価格([4]-[5])

申告期限までに納付すべき税額
([14]-[15]-[16]-[17]-[18]-[19])

課税価格の合計額([1]+[2]+[11])

相続時精算課税分の課税価格の合計
額　第二表[26]の合計額

一般贈与財産の価額の合計額(課税価格)

差引税額の合計額(納付すべき税額
([10]+[12])

※100円未満切捨て

相続時精算課税分の差し引き税額の合
計額　第二表[37]の合計額

第2表ﾌﾗｸﾞにより、第2表[37]
を転記 第2表[37]

[1～14]行の価額合計

※100円未満切捨て
農地[8][22]

農地等計算書[8][22]転記
農地等納税猶予税額(｢農地等の贈与税
の納税猶予税額の計算書｣の[8][22])

{(数量×単価)×持分)(※小数点以下切捨)｝+{(評価額×倍数)(※小数

点以下切捨)｝

単価・固定資産税評価額・倍数

数量

□税理士法第30条等
税理士:電話番号

※100円未満切捨て

※100円未満切捨て

修正:申告期限までに納付すべき税額の
増加額([20]-[23])

事業用資産納税猶予税額 手入力

[14]-[15]-[16]-[17]-[18]
-[19]

税理士:住所

□税理士名・住所・電話番号をGP申告
情報登録より転記する場合はチェック

□チェックを付けるとＧＰ申告情報登録より転記します。
※転記後必要に応じて手直ししてください。

税理士:氏名

修正:差引税額の合計額(納付すべき税
額)の増加額([14]-[21])

手入力 ※100円未満切捨て

作成税理士の事務所所在地・電話番号

□

プリントキー：[20]　続表は全行全項目

医療法人持分税額控除額

印刷時は番号 1明治 2大正 3昭和
4平成 5令和

続柄

※サブミット（グリーン）をクリックすると税額計算が確認できま
す。（次頁参照）

項目名 計算式

※数量と単価がそろったら計算

3

※１行目は農地より転記（○一般贈与を選択時）

※評価額と倍数がそろったら計算

15

16

17 特例株式等納税猶予税額 手入力 ※100円未満切捨て

25

[10]+[12]

第2表ﾌﾗｸﾞにより、第2表[26]
を転記

※100円未満切捨て

14

4

5

6

7

8

不動産番号

9

財産の価額

10

11

12

13

19

20

24

修正:修正前の差引税額の合計額
(納付すべき税額)

21

22 修正:修正前の納税猶予税額の合計額 手入力

23
修正:修正前の申告期限までに納付す
べき税額

第2表[26]

手入力優先

18 医療法人持分納税猶予税額 手入力 ※100円未満切捨て

手入力 ※100円未満切捨て
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第1表 [7]欄　[6]に対する税額 サブミット内計算

特例贈与財産の価額の合計額
(申告書第１表の[１]の金額)

※結果０の場合は０表示

※１ ～
～ －
～ －
～ －
～ －
～ －
～ －
～ －

一般贈与財産の価額の合計額
(申告書第１表の[２]の金額)
配偶者控除額　
　(申告書第１表の[3]の金額)

[Ｄ]に対する税額 ※結果０の場合は０表示
※速算表(一般贈与財産用)を使用
※２ ～

～ －
～ －
～ －
～ －
～ －
～ －
～ －

配偶者控除額　

暦年課税分の課税価格の合計額
　[Ａ]＋［Ｂ］－[Ｃ]

[Ｅ]の控除後の課税価格［Ｄ］－［Ｅ］
申告書第１表[６]より転記

特例贈与財産に対応する税額 ※円未満切捨て
[Ｇ]×[Ａ]／[Ｄ] ※結果０の場合は０表示

一般贈与財産に対応する税額 ※円未満切捨て
[Ｉ]×（[Ｂ]－［Ｃ］）／[Ｄ] ※結果０の場合は０表示

税額(［Ｈ］＋［Ｊ］)

基礎控除額

[A]

[B]

[Ｂ]の控除後の課税価格[Ａ]－[Ｂ] [C]

第１表[１]のみの場合に計算

申告書第１表[１]より転記

※【１】[Ａ]があった場合に計算

[Ａ]－[Ｂ]　

固定1,100,000

[Ｃ]に対する税額
※速算表(特例贈与財産用)を使用 [D]

[Ｃ]×15%
[Ｃ]×20%4,000,001 6,000,000

[Ｃ]×10%

１表[１]

１表[３]

１表[２］

900,000
1,900,000

※【２】[Ａ]があった場合に計算

[Ｃ]×50% 4,150,000
2,650,000

6,000,001

2,000,001
1 2,000,000

4,000,000

転記元 転記先

45,000,001 [Ｃ]×55% 6,400,000

第１表[２]のみの場合に計算

[A]

転記先

１表[２]

１表[３]

[C]

申告書第１表[２]より転記

基礎控除額

[D] [Ａ]－[Ｂ]－［Ｃ］　

[B]

[Ｄ]×30% 650,000

1 2,000,000 [Ｄ]×10%
[E] D金額を以下にあてはめて計算

申告書第１表[３]より転記

6,000,000

※1000円未満切捨

※1000円未満切捨

固定1,100,000

[Ｃ]×45%
45,000,000

Cの金額を以下にあてはめ計算

[Ｃ]×30%
10,000,001 15,000,000

100,000
300,000

30,000,001
15,000,001 30,000,000

10,000,000
[Ｃ]×40%

15,000,001 30,000,000 [Ｄ]×50% 2,500,000

6,000,001 10,000,000 [Ｄ]×40%

100,000

10,000,001 15,000,000 [Ｄ]×45% 1,750,000

3,000,001 4,000,000 [Ｄ]×20% 250,000
4,000,001

1,250,000

2,000,001 3,000,000 [Ｄ]×15%

　(申告書第１表の[１]の金額)
一般贈与財産の価額の合計額

　(申告書第１表の[4]の金額)

基礎控除額

　(申告書第１表の[6]の金額)

第１表[１]と[２]両方金額があった場合に計算

30,000,001 [Ｄ]×55% 4,000,000

　(申告書第１表の[3]の金額)

特例贈与財産の価額の合計額

　(申告書第１表の[2]の金額)

[A]

[B]

固定1,100,000

申告書第１表[４]より転記

(［Ｈ］＋［Ｊ］)

[Ｇ]×([Ａ]／[Ｄ])

[Ｉ]×(（[Ｂ]－［Ｃ］）／[Ｄ])

[Ｆ]の金額に｢特例税率｣を適用した税額

　※速算表(特例贈与財産用)を使用

[Ｆ]の金額に｢一般税率｣を適用した税額

　※速算表(一般贈与財産用)を使用

[C]

[D]

[E]

[F]

[G]

[ Ｉ ]

[H]

※上記【２】の[Ｅ] 税額計算 ※２ 使用

※上記【１】の[Ｄ] 税額計算 ※１ 使用

【1 特例贈与財差のみを贈与により取得した場合】(申告書第１表の[２]欄に金額の記載がない場合)

【２ 一般贈与財産のみを贈与により取得した場合】(申告書第１表の[１]欄に金額の記載がない場合)

【３ 特例贈与財産と一般贈与財産の両方を贈与により取得した場合】(申告書第１表の[１]欄及び[２]欄の両方に金額
の記載がある場合)

税額（内部計算） １[Ｄ]＋２[Ｅ]＋３[Ｋ] １表[７]
※どれか１つしか入らない
   ０も表示転記

１表[４］

１表[６]

※結果０の場合は０表示

転記先転記元

１表[１]

転記元

[Ｂ]及び[Ｃ]の控除後の課税価格
[Ａ]－[Ｂ]－［Ｃ］

[Ｊ]

[Ｋ]

申告書第１表[１]より転記

申告書第１表[２]より転記

申告書第１表[３]より転記
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[12] 第１表の２ 住宅取得等資金の非課税の計算明細書

受贈者の氏名は第１表より転記します。手直し可能です。

項目[46][47]はチェックを付けることにより第１表へ転記します。

但し、第２表への転記はありませんので､第２表において手入力してください。

整理番号は第１表で入力したものを印刷します。



第１表の２

転記元 転記先
第1表より転記 ※上書き可 第1表

□

手入力:漢字13文字

手入力:半角26文字

続柄選択 父:1 母:2 祖父:3 祖母:4 上記以外:5

手入力:漢字4文字 上記以外:5 選択時 文字入力可

元号選択

※ 月は1～12 日は１～31

手入力:各漢字15文字×4 漢字11文字まで普通文字

元号選択 ※ 月は１～12

令和・平成 ※ 日は１～31

手入力

13桁

38.39 各2行の縦計 手入力優先

空欄
〇1,000万円(省エネ等住宅)
1,000万円
〇500万円
500万円

43 手入力

44 手入力

[43]+[44]＜[40]

[43]+[44]

[43]+[44]≧[40]

[40]

※[38]にデータ有りの時計算
手入力優先
※選択により第１表の明細へ転記 第１表明細へ

※[39]にデータ有りの時計算
手入力優先
※選択により第１表の明細へ転記

手入力選択 ※どちらか一方しかない

所在地及び地番旗は家屋番号 漢字30文字×２行

不動産番号 13桁
元号選択 ※ 月は１～12
令和・平成 ※ 日は１～31
手入力:漢字５文字

住宅取得等資金の非課税の計算明細書

計算式項目名

受贈者の氏名

各行

手入力:漢字20文字×2

印刷時は番号 1明治 2大正 3昭和
4平成 5令和

□修正申告の場合はチェック チェックを付けると印刷時に修正欄に〇を印刷

財産取得した年月日

□租税特別措置法第70条の2第1項
　 ～

□をクリックするとチェックが
付きます

転記ﾁｪｯｸによ
り第１表へ贈与
者氏名・ﾌﾘｶﾞ
ﾅ・取得年月日
を転記し、｢申
告書第一表の
二のとおり｣を
表示

[38]のうち課税価格に算入される金
額　([38]-[43])

□

45

40

[38]のうち非課税の適用を受ける金
額

[39]のうち非課税の適用を受ける金
額

〇1,000万円(省エネ等住宅)
〇500万円

不動産番号

贈与者の住所

続柄

取得した財産の所在場所等

住宅取得等資金の金額

贈与者の生年月日

所得税の確定申告書提出年月日

第１表明細へ

[38]-[43]

[39]-[44]
[39]のうち課税価格に算入される金
額　([39]-[44])

非課税の適用を受ける金額の合計額
([43]+[44]) ([40]の金額を限度)

□[46][47]を第1表へ転記 ﾁｪｯｸをつけた場合に下記のの[46][47]を第１表へ転記

プリントキー：[46][47]

46

47

提出した税務署

□土地、□建物

住宅取得等資金の合計額

ラジオボタン選択無

住宅資金非課税限度額

令和･平成･昭和･大正･明
治

贈与者の氏名

贈与者のﾌﾘｶﾞﾅ
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[13] 不動産番号等の明細書

取得した不動産に係る番号等の明細書 第１表・第１表の２で不足がある場合に

作成してください。

住所欄は漢字30文字×２行

不動産番号は13桁
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[21～24] 第２表 相続時精算課税の計算明細書

受贈者の氏名は第１表より転記します。手直し可能です。

項目[26][37]はチェックを付けることにより第１表へ転記します。

なお、第１表の２からの転記はありませんので､第２表において手入力してください。

整理番号は第１表で入力したものを印刷します。

3行で明細が足りない場合は、
全行表示をクリックすると続き
を入力することができ、印刷は
別紙となります。

4行で税務署が足りない場合
は、全行表示をクリックす
ると続きを入力することが
できます。
印刷は別紙となります。



第2表

転記元 転記先
第１表により印刷

第１表より転記 ※上書き可

□

漢字14文字までは普通文字

手入力:漢字13文字
手入力:半角26文字
続柄選択 父:1 母:2 祖父:3 祖母:4 上記以外:5

手入力:漢字４文字 上記以外:5 選択時 文字入力可

元号選択

※ 月は1～12 日は１～31

手入力:各漢字5文字×2 漢字3文字までは普通文字

手入力:各漢字15文字×2 漢字14文字までは普通文字

手入力:11桁/11桁
手入力:7桁
手入力:漢字1文字
手入力:各10桁
元号選択 ※ 月は１～12
令和・平成 ※ 日は１～31

開いている表の[26]を転記 ※上書き手入力優先

※上書き手入力優先

1,110,000×((26)／(27)) ※円未満切捨

※上書き手入力優先

1,100,000 ※上書き手入力優先

参考：総合計

[26]-[28]

[29]＞[31]の場合

[31]

[29]≦[31]の場合 ※上書き手入力優先

[29]

35 [34]×0.2 ※100円未満切捨て

36 手入力

漢字5文字

元号：平成・令和 年 2桁

漢字25文字×2

ﾌﾟﾘﾝﾄｷｰ

□
□租税特別措置法第70条の3第1項
　 ～

26
[26][37]第１表へ転記する場合はチェッ
ク□

特定贈与者住所
特定贈与者氏名

外国税額の控除額

[37]・　続(その１)は財産の価額　続(その２)は申告税務署名

受贈者の住所及び氏名

特別控除額の残額(2,500万円-[30])

[29]と[31]両方にデータ有の時
計算

※ﾏｲﾅｽの場合は0

第２表のﾒﾆｭｰ区分１が１つのみの場合

第２表のﾒﾆｭｰ区分１が２以上の場合

ﾒﾆｭｰ区分が１とにっていめ、2表の[26]を全てたして転記

1,100,000×(([26]/([27])<1,100,000

相続時精算課税に係る基礎控除額
(110万円×[26]÷[27])

相続時精算課税の計算明細書

計算式項目名

{(数量×単価)×持分)(※小数点以下切捨)｝+{(評価額×倍数)(※
小数点以下切捨)｝

※数量と単価がそろったら計算

特定贈与者生年月日

所在場所等

財産を取得した年月日

申告年

受贈者の氏名

□修正申告の場合はチェック チェックを付けると印刷時に修正欄に〇を印刷

財産の価額

続柄

第２表１～４の
[26]合計を第１
表[11]

※手入力優先項目

印刷時は番号 1明治 2大正 3昭和
4平成 5令和令和・平成･昭和･大正･明

治

□をクリックするとチェック
が付きます

手入力:漢字20文字×2

※評価額と倍数がそろったら計算

単位

数量

特定贈与者ﾌﾘｶﾞﾅ

[1～18]行の価額合計

2,500万円以上入力した場合は
2,500万円

1～18行

各行

[34]に対する税額([34]×20%)

財産の価額の合計額(課税価格)

32
特別控除額
([29]の金額と[31]の金額のいずれか
低い金額)

申告税務署名

控除年分

※1,000円未満切捨て

持分

種類・細目・利用区分銘柄等

単価・固定資産税評価額・倍数

第1表[26][37]

手入力

[29]-[32]34

第２表１～４の
[37]合計を第１
表[12]

37 差引税額([35]-[36]) [35]-[36] ※ﾏｲﾅｽの場合は0

[32]の控除後の課税価格([29]-[32]
1,000円未満切捨て)

1,100,000×(([26]/([27])≧1,100,000

ﾒﾆｭｰ[21～24]第２表：[28]の合計

※110万円でない場合ｴﾗー表示

※ﾏｲﾅｽの場合は0

2,500万円-[30]

ﾁｪｯｸを付けると第１表へ転
記します。

33
翌年以降に繰り越される特別控除額
(2,500万円-[30]-[32])

2,500万円-[30]-[32]

31

30
過去の年分の申告において控除した
特別控除額の合計額(最高2,500万円)

27
特定贈与者ごとの贈与税の課税価
格の合計額

基
礎
控
除

28

29 [28]の控除誤の課税価格([26]-[28])

- 19 -
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[25] 農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書

受贈者の氏名は第１表より転記します。手直し可能です。

コピーボタンを押すことにより、農地の内容をコピーすることが可能です。

項目合計[Ａ]と[８][22]は第１表へ自動転記します。

15行で明細が足りない場合は、
全行表示をクリックすると続き
を入力することができ、印刷は
別紙となります。

特例贈与または一般贈与のどちらかを選択してください。
選択しない場合、Ⅱ増税猶予税額の計算のA・Bは計算しま
せん。
また第1表「財産の価額」への[A]欄の転記は、ここで選択
した方へ転記します。



転記元 転記先
※上書き可 第1表

印刷時、選択した文字を印刷

※月は1～12　日は1～31

第1表財産の価額

Ａ 農地等以外の財産として、一般贈与財産又は特例贈与財産のどちらか一方のみを贈与により取得している場合
　※申告書第1表[１]又は[２]のみの場合、[１]～[８]計算　※[９]～[22]はクリア

2 固定

※1,000円未満切捨て

※マイナスの場合はｸﾘｱ

 申告書第1表[1]のみに金額がある場合（特例贈与財産）※１

1～200万円以下 [3]×10%

200万円超～400万円以下 [3]×15%－ 10万円

400万円超～600万円以下 [3]×20%－ 30万円

600万円超～1,000万円以下 [3]×30%－ 90万円

1,000万円超～1,500万円以下 [3]×40%－190万円

1,500万円超～3,000万円以下 [3]×45%－265万円

3,000万円超～4,500万円以下 [3]×50%－415万円

4,500万円超 [3]×55%－640万円

 申告書第1表[2]のみに金額がある場合（特例贈与財産）※２

1～200万円以下 [3]×10%

200万円超～300万円以下 [3]×15%－ 10万円

300万円超～400万円以下 [3]×20%－ 25万円

400万円超～600万円以下 [3]×30%－ 65万円

600万円超～1,000万円以下 [3]×40%－125万円

1,000万円超～1,500万円以下 [3]×45%－175万円

1,500万円超～3,000万円以下 [3]×50%－250万円

3,000万円超 [3]×55%－400万円

8 ※ﾏｲﾅｽの場合は0 第１表[15]

第１表[4]

M

合計

第１表[14]

第１表[12]

[16～30］行の価額計

ラジオボタンの選択がない場合、Ⅱ納税猶予税額の計算[1]～
[22]計算なし。
[Ａ]価額の第1表｢財産の価額｣への転記は、このラジオボタンで
選択した方へ転記。

項目名

ラジオボタン選択　※初期値なし

面積・単価・固定資産税評価額・倍数

価額

各行

○特例贈与　○一般贈与

※面積と単価そろったら計算

※評価額と倍数がそろったら計算

面積の縦計

{(面積×単価)(※小数点以下切捨)}+{(評価額×倍数)(※小数点以下切

捨)｝

受贈者の氏名

贈与者の氏名

贈与者の生年月日

手入力:各漢字20文字×2

農地等以外の財産の価額(申告書第一
表[4]-上欄[A]の金額)

3

5

6

7

Ⅰ
納
税
猶
予
適
用
を
受
け
る
農
地
等
明
細

Ⅱ
納
税
猶
予
税
額
の
計
算

4

1

差引税額の合計額
(申告書第一表[14])

基礎控除額

農地等以外の課税価格([1]-[2])
(1,000円未満端数切捨て)

第１表[14]

第１表[12]

納税猶予税額([5]-[7])

[3]の金額を以下にあてはめて計算

[3]に対する税額

[4]+[6]

[5]-[7]

[3]の金額を以下にあてはめて計算

1,100,000円

[1]-[2]

農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書

農地等以外の財産に対する贈与税額
([4]+[6])(100円未満端数切捨て)

計算式
第１表より転記

漢字14文字

元号選択

令和・平成･昭和･大正･明治

相続時精算課税の差引税額の合計額
(申告書第一表[12])

面積

[1～30］行の価額合計
次葉合計

[Ａ]

(M)欄除く

1を入力すると(計)を表示。　※面積及び価額小計をカッコ(　)付きで表示。　(他の項目は手入力不可)

手入力:各10桁

手入力:各漢字8文字×2

※100円未満切捨て

田・畑等の別

地上権等の場合の別

所在場所

手入力:各漢字6文字×2

第１表[4]-[A]
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Ｂ 農地等以外の財産として、一般贈与財産及び特例贈与財産の両方を贈与により取得している場合 転記元 転記先
　※申告書第1表[１]と[２]の両方の場合、[９]～[22]計算　※[１]～[８]はクリア

13 固定

※1,000円未満切捨て

※マイナスの場合はｸﾘｱ

22 ※ﾏｲﾅｽの場合は0 第１表[15]

11

農地等以外の財産の課税価格の合計
額　（[9]+[10]-[11]）

[9]+[10]-[11]

基礎控除額

第１表[3]

第１表[2]

○ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝが特例贈与の場合
第１表[1]-農地[A]
○ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝが一般贈与の場合

第１表[1]

第１表[2]-農地[A]

第１表[1]
○ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝが特例贈与の場合

第１表[2]

○ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝが一般贈与の場合

9
農地等以外の財産（特例贈与財産）の
価額の合計額
(申告書第一表[1]-上欄[A]の金額)

10
農地等以外の財産（一般贈与財産）の
価額の合計額
(申告書第一表[2]-上欄[A]の金額)

第１表[12]

農地等以外の財産（特例贈与財産）に
対する税額（[15]×[9]／[12]）

※上記[4]欄 税額計算 ※２ 使用

[14]の金額に「特例税率」を適用した税
額

※上記[4]欄 税額計算 ※１ 使用

[15]×([9]／[12]) ※円未満切捨て

[12]-[13]

配偶者控除額（申告書第１表[3]の金
額）

第１表[3]

18
農地等以外の財産（一般贈与財産）に
対する税額（[17]×（[10]-[11]）／[12]）

[17]×(（[10]-[11]）／[12])

17
[14]の金額に「一般税率」を適用した税
額

※円未満切捨て

19
差引税額の合計額(申告書第1表の
[14])

14
農地等以外の財産の基礎控除後の課
税価格([12]-[13])　(1,000円未満切捨て)

15

20
相続時精算課税分の差引税額の合計
額
(申告書第1表の[12])

16

ﾌﾟﾘﾝﾄｷｰ

12
Ⅱ
納
税
猶
予
税
額
の
計
算

21

1,100,000円

第１表[14]

第１表[12]

１ページ目[1][12]と価額　2頁目は価額

第１表[14]

納税猶予税額([19]-[21])

[16]+[18]+[20]

[19]-[22]

※マイナスの場合は0

農地等以外の財産に対する贈与税額
([16]+[18]+[20])(100円未満切捨て)

※100円未満切捨て
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プリント

用紙のセット方法については、次ページを参照してください。

[11]贈与税申告書 メニューにて、[2]使用しないとなっている表につい

ては印刷しません。

① 入力初期画面で、2.プリントを選択します。

② 左図画面を表示します。

画面下の“表番号” に、出力する表№を指定

します。(複数の表の指定も行えます ）。

用紙番号・・・ 111］［

③ 画面対話に従い、以下の手順で進めます。

印刷枚数と帳票種類を指定します。

データのない表の印刷 1.いる 2.いらぬ･･[2]

印刷枚数･･････[ 1]枚

1.連帳 2.単表･･･[ 2]

④ について『提出用・控用』

印刷しない場合にﾁｪｯｸを付けます。

選択後、終了（F5）を押します。

⑤ Enter で印字を開始します。
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ページプリンタのオフセット補正プログラムの操作(印字位置調整)

ページプリンタにて出力作業を行う場合、プリンタにより印字がずれる場合があります。
印字がずれた場合のみ「補正」を行います。（部分的な補正は行えません。）
オフセットにおいては、指定プログラムごとにオフセット補正プログラムがあります。
印字位置の調整が必要な場合はオフセットの指定を１．再調整して印刷を選択してください。

（※贈与税申告書プログラムの各プリンタに対して設定を行えば、どのユーザでも共通で
調整できます。）

印字がずれたら、以下の手順で作業を行ってください。
調整は１表ずつ指定して行ってください。(複数用紙を選択した場合 対話を表示しません)

① あらかじめデータを入力しておきます。

② 「２」プリント を選択します。

③ 用紙の種類を選択した後､ ｵﾌｾｯﾄの対話を
表示します。
ｵﾌｾｯﾄ 1.再調整して印刷
2.調整値を使って印刷 ･･･[2]

④ 「１」再調整して印刷を選択します。

⑤ 左図画面を表示します。

例） 1,234,567
上に5mm

右に5mm

調整する用紙名を表示しますので確認し
調整をしてください。

例）縦方向
上に5mmズレていた(下に移動) ⑥ 各用紙を１枚ずつ印字し、印字のズレ具合
→ ５ （上下左右に何mm）を確認します
下に5mmズレていた(上に移動)

数値を→ －５ ⑦ 設定画面にて、補正値に印字ズレの
入力します。
(左図例を参照ください)例) 横方向

左に5mmズレていた(右に移動)
→ ５ 設定が完了したら、再度 Ｆ５ で書込みま
右に5mmズレていた(左に移動) す。
→ －５ ⑧ 出力の対話に戻ります。

プリントオフセット補正値を設定してプリントを行っても、用紙のセット位置が給紙装置の
状態等により、印字がズレる場合がありますのでご了承ください。
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税務マイナンバー用データ搬出プログラムについて

税務署提出用紙に個人番号を印刷する為に、税務データをタテムラマイナンバー(オプション

プログラム)で取り込んで個人番号の登録をすることが必要となります。

System-V 税務個人用各申告書データ搬入方法

税務個人用プログラム各申告書 マイナンバー用データの本人及び、確定申告扶養家族情報を搬出し、

として 各人のマイナンバー入力を行います。取り込み後、

● 事前準備
平成28年度以降、各申告書プログラムにおいてマイナンバー欄の番号は、

タテムラマイナンバーに登録されている が完全一致する場合氏名・生年月日・住所

のみ印刷します。

以下の内容をご確認の上、搬入前に各データをあらかじめ整えていただきますようお願い

致します。

◎税務プログラム［1100］ＧＰ申告情報登録・[330]確定申告書：家族情報
本人････････････････個人登録の氏名、生年月日、自宅住所

扶養者(確定申告)･･･ 個人登録内の［確定：家族情報］ を搬入します。
扶養親族・専従者の氏名、生年月日、住所

扶養親族・専従者の氏名及び住所は略さずに正しく入力してください。

[個人登録：本人の登録]

[ 確定：家族情報 ：扶養親族･専従者の登録]
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● データ搬入操作手順

事前準備で [1100]GP申告情報登録個人登録・[330]確定申告書：家族情報データを平成28年以降の

整えたら、搬出・搬入作業を行います。

【税務データの搬入手順】

①［1100］ＧＰ申告情報登録の個人登録画面にある［ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用ﾃﾞｰﾀ搬出］ボタンを

押して、データの搬出作業を行います。

↓

② 搬出したデータを、マイナンバープログラムの［税務ﾃﾞｰﾀ搬入］ボタンを押して、
データの搬入作業を行います。

①税務データ搬出作業

1. F9 [1100]GP申告情報登録の

1:入力・訂正を選択

↓
3:個人登録を開きます

2. ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用ﾃﾞｰﾀ搬出 ボタンを

クリックします。

3. 左図の画面を表示します。

タテムラマイナンバープログラムでは、

入力したマイナンバーを暗号化して
保存します。

データ暗号化のための『暗号キー』を

設定します （半角英数字）。

暗号キー：任意の半角英数字
暗号キー(確認)：暗号キーと同じ

を入力したら、データ搬出しますか？
の欄で １ Enter と押します。

マイナンバーデータ搬出は

ここのデータ年が平成28年以降
の場合のみ作業ができます。
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※搬出データが既に存在する場合は、

左図の対話を表示します。

上書きする場合： はい(Y)

搬出を中止する場合： いいえ(N)

4. 設定した暗号キーが登録されデータ搬出が完了すると、
搬出結果を表示します。

F5 キーを押します。

税務データ搬出は完了です。次に搬入作業を行います。

②税務データ搬入作業

1.『タテムラマイナンバー管理一覧』

の右上にある 税務ﾃﾞｰﾀ搬入 ボタン

から、搬入プログラムを起動します。

2. 搬出した税務データリストを表示します。

搬入するものをクリックして

F7確定 キーを押します。

3. 管理用、又は入力用画面を表示します。

・ ユーザコード』『
・ 搬入時に設定した『暗号キー』

・ 税務』を選択『

指定が終わったら、 F7編集 をクリック

します。
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4. 搬出した税務データを取り込んで
マイナンバーデータが作成される

と、左図のように、ユーザ一覧を

表示します。

ユーザ一覧を表示したら
搬入作業は終了です。

● 既マイナンバーデータへ税務の登録を追加できます

税務の確定申告で扶養者を追加した場合等、再搬入することでマイナンバーデータへ追加登録

ができます。

1.マイナンバープログラム取扱説明書P.16｢1｣～P.17｢税務データ搬入作業の3｣を行います。
※暗号キーは、既データと同一の英数字を指定してください。

暗号キーが一致しない場合、再搬入はできません。

2.マイナンバープログラム取扱説明書P.17｢税務データ搬入作業の3｣で F7編集 をクリック

したあと、既にマイナンバーデータがある場合は下図の画面を表示します。

・再搬入してデータを更新： F7更新

・再搬入せず、編集作業へ： F1ｽｷｯﾌﾟ

・何もせず前の画面へ戻る： F8ｷｬﾝｾﾙ

※不要な搬出データは削除できます。

削除するデータにチェックを付けて、

削除 ボタンをクリックします。
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3. F7 更新 後、既にあるマイナンバーデータと、再搬入する同一コードのデータに、

『氏名・生年月日・住所』で差異がある場合は下図の確認画面を表示しますので、

更新方法を選択してください。

搬入データの登録内容に 以下の画面を表示します。 現在のマイナンバー

書き換えます。 データがそのまま残り

マイナンバーは残ります。 ます。

はい(Y) をクリックすると、現在のマイナンバーデータ

を削除して、搬入データを新たに取り込みます。

マイナンバーは削除となりますので、再入力してください。
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個人番号印刷方法

贈与税申告書の個人番号印刷をする為の番号登録方法は以下のとおりです。

個人番号登録 P.25のデータ搬入操作手順のＧＰ申告情報登録でマイナンバー用にデータ搬
、 、 。出をして タテムラマイナンバープログラムへ搬入後 個人番号を登録します

[GP申告情報登録 個人登録画面] [ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用ﾃﾞｰﾀ搬出]

搬出後、マイナンバープログラムを起動
して[税務データ搬入]し、個人番号を
登録します。

平成28年以降、贈与税申告書の印刷時
マイナンバーデータで氏名・生年月日・住所
が一致したデータの個人番号を取得して印刷
されます。
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【 個人番号の印刷指定 】

個人番号印刷 平成28年以降データにおいて、マイナンバーデータで氏名・生年月日・住所
が一致したデータの個人番号を取得して印刷されます。

『データ年が28年以降』の個人番号印刷の流れ

2:ﾌﾟﾘﾝﾄを選択

マイナンバーデータの暗号キーを入力

↓

氏名・生年月日・住所が一致する

データを探し、一致データがあった

場合、個人番号が印刷されます
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